
－ 123 －

 

 

 衝突回避に影響するブレーキ操作について検討を

行った。ブレーキ踏下を行った 54 件の事例のうち、3
件については模擬台車出現時にアクセルペダルを離

している状態であった。これら 3 件を除外した 51 件

について、模擬台車出現時点から被験者がブレーキを

踏むまでの反応時間について求めた。反応時間の頻度

分布を図３に示す。全体 51 件では平均 0.45 秒

（SD=0.09 秒）であり、衝突なしの場合には平均 0.40
秒（SD=0.08 秒）、衝突ありの場合には平均 0.48 秒

（SD=0.09 秒）であった。 

 

図３ 反応時間の頻度分布 
 
３．３ 速度と相対距離の関係 
 51 件のうちブレーキは踏んだものの主にハンドル

操作により衝突を回避したものが 1 件あるため、この

事例を除外した 50 件について、ブレーキを踏んだ後

の平均減速度を求めると 6.9m/s2 (SD=1.6m/s2)となっ

た。 
 ここで、衝突の有無を決定する物理的な指標は、模

擬台車出現時の実験車両速度と、実験車両－模擬台車

間距離である。一方、衝突有無に影響を与える人的な

要因として、被験者ごとの反応時間と平均減速度があ

る。早く強くブレーキ操作ができる被験者であれば衝

突を避けることができる場合であっても、そうでない

被験者であれば衝突に至ることが考えられる。この点

に関し、衝突有無別に模擬台車出現時の模擬台車まで

の距離（縦軸）と実験車両速度（横軸）をとり図示す

ると図４となる。同じ速度であっても相対距離が長い

場合には衝突しない事例が多くなることがわかる。前

述のブレーキの反応時間と平均減速度を基にして、下

記式により初期速度に対する停止可能距離を求めて

同図中に太線で示す。 
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ここで、L : 停止距離 (m)、δ : ブレーキ反応時間 (s)、
α : 平均減速度 (m/ s2)、v0 : 実験車両の初期速度 (m/s)
である。 
 この線は被験者の平均を示すものであり、平均的な

ドライバであれば、線よりも上にある距離では模擬台

車が出現した場合には衝突を回避することができ、下

にある距離では模擬台車が出現した場合には衝突に

至ると考えることができる。しかし、実際には被験者

によるばらつきがあるため線よりも上であっても衝

突する場合、逆に線よりも下であっても衝突しない場

合が生じた。実際の支援システムを考慮する場合に

は、これらのばらつきも考慮する必要がある。 

 
図４ 衝突有無別の実験車両速度と相対距離 
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 実車を使用して横方向から不意に車両が出現する

という実験を行った結果、56 名の被験者のうち，2 名

については衝突回避操作を行うことができなかった。

従って、これらのドライバの事故を回避するためには

なんらかの車両側からの衝突回避支援システムが有

効である。また、今回の実験条件下では、平均として、

危険に気がついてから 0.45 秒後にブレーキペダルを

踏下し、その後平均減速度 6.9m/ s2で車両を減速する

ことができると考えられるものの、そのような反応が

できないドライバも存在する。従って、支援システム

を考える場合には、ドライバによるこれらの値のばら

つきも考慮する必要がある。 
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自動車安全研究領域   ※森田 和元  関根 道昭 
 

１．はじめに 
 一般に、高齢ドライバは慎重に運転を行うために交

通事故の危険性は少ないと考えられる一方で、身体能

力、認知能力の低下により、結果として事故を起こし

やすいとも言われている(1)。この点に関し、著者らは

運転頻度を考慮した事故の起こしやすさについて解

析を行ってきており、高齢ドライバは他の年齢層と比

較して事故を起こしやすいという結果を得ている(2, 

3)。また、個別の事故類型に関しては、とくに単独事

故を起こしやすいことを明らかにしている。 
 単独事故以外に関しては、事故を起こされた側の第

２当事者（２当）の回避行動も関係しており、２当が

事故を避ける行動を適切にとれば事故につながる可

能性が低くなる。このことより、純粋に高齢ドライバ

の事故の特徴を扱うためには２当の存在しない単独

事故について解析することが適当であるといえる。ま

た、一般に単独事故に関しては事故時の致死率が高い

ことが明らかにされており(4)、その事故を低減するこ

とは死亡事故低減にもつながる。今回は、高齢者の単

独事故に焦点を絞ってマクロ分析を行うこととした。 
 

２．解析内容 
２．１ 解析年齢 

年齢層として、16～24 歳、25～34 歳、35～44 歳、

45～54 歳、55～64 歳、65～74 歳、75 歳以上の年齢層

の７種類とした。（公財）交通事故総合分析センター

（ITARDA）の 2012 年のデータを使用し、年齢不詳の

ものを除いたデータを解析対象とした。 
２．２ 解析対象 

 今回解析対象とした単独事故は 25,520 件、全ての事

故類型（全事故類型）は 647,900 件となった。 
交通事故に関与した車両等の当事者別に関して、乗

用車（大型、中型、普通）、貨物車（大型、中型、普

通）、軽自動車（乗用車、貨物車）、自動二輪車、原付

自転車及び自転車の6種類をとり解析を行った。今回、

高齢者の交通事故に関する特徴をみるために二輪車、

自転車まで含めることとした。当事者別の事故件数に

関し、全事故類型（図１上図）と単独事故（図１下図）

に示す。全事故類型では全年齢層で乗用車、軽自動車

の件数が多いことがわかる。単独事故については全年

齢層で乗用車の件数が多いものの、高齢者になると軽

自動車の件数が増加していることがわかる。 

 
図１ 当事者別にみた全事故類型と単独事故の件数 

(2012 年） 

 
図２ 各年齢層における事故件数に占める酒気帯

び・飲酒事故件数の比率（2012 年） 
 

２．３ 酒気帯び・飲酒 

 全事故類型及び単独事故に関し、各年齢層において

それぞれの事故件数に占める酒気帯び・飲酒事故件数

の比率を図２に示す。全事故類型と比較して単独事故

の場合には、酒気帯び・飲酒事故の比率が高くなるも

のの、この傾向は全年齢層について認められ、高齢者
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の飲酒運転が特に問題であるとは考えられない。逆

に、若年者層にこの比率が高い傾向が表れている。 
２．４ 発作急病 

 てんかん，心臓麻痺，脳血管障害などの発作急病が

事故原因となったものに関して集計すると、2012 年の

全事故類型件数のうち 279 件となった。また、単独事

故に関してはこのうち 64 件であった。各年齢層にお

ける単独事故の発作急病の件数（図３左軸）と全事故

類型の発作急病の件数（図３右軸）を示す。 

 
図３ 全事故類型と単独事故における発作急病の件

数（2012 年） 

 

図４ 各年齢層における発作急病の件数の比率 
（2012 年） 

また、各年齢層における単独事故件数及び全事故類

型件数それぞれに占める発作急病の件数の比率を図

４に示す。全事故類型の場合には発作急病の事故の比

率は 0.1%以下の値であるが、年齢の増加とともにそ

の比率は高まり、高齢者に発作急病が多いことがわか

る。また、単独事故に限定すると、年齢の増加ととも

にその比率が増加し 0.5%程度まで上昇するようにな

る。発作急病に関して高齢者の単独事故の検討をさら

に進めることとした。 
２．５ 発作急病（2010年～2013年）の解析 

発作急病に関する単独事故について詳細に解析す

るため、2010 年～2013 年の 4 年間のデータを集計す

ることによりサンプルサイズを大きくした。4 年間の

単独事故（108,923 件）の中で発作急病が事故原因と

なったものは 281 件であった。また、単独事故の死亡

重傷事故（29,755 件）のうち発作急病が事故原因とな

ったものは 126 件であった。 
各年齢層において、全単独事故のうち発作急病が事

故原因であった比率と、単独の死亡重傷事故のうち発

作急病が事故原因であった比率を図５に示す。年齢が

高くなるほど死亡重傷事故の場合の比率が高く、発作

急病が重大な事故につながりやすいことが理解され

る。 

 

図５ 単独事故件数に占める発作急病の比率 
（2010 年～2013 年） 
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 高齢者の単独事故に関してその特徴を解析した。そ

の結果、発作急病の件数は多くはないものの、高齢に

なるにつれて比率が増大し、かつ、死亡重傷事故につ

ながりやすい傾向があることがわかった。発作急病に

関しては日頃の健康管理が重要であることは言うま

でもないが、車両側においても、ドライバの運転状態

を監視するドライバモニタリング装置や異常時に車

両を減速・停止させて被害を軽減するシステムなどの

開発が望まれる。 
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１．はじめに 
近年自動車において車載モニタシステム（例えば図

1）の活用が進められており、ドアミラーについても

その機能を代替するカメラモニタシステム（CMS : 
Camera Monitor System）の開発（図 2）が行われてい

る。UN/ECE(国際連合欧州経済委員会)の GRSG(自動

車安全一般)専門部会においても、これまで認められ

ていなかったドアミラー代替としての CMS を可能と

するための基準案の作成が行われている。 

CMSが実現されてドアミラーが除去されると、視線移動

量の抑制による脇見運転事故の低減や、車両接近警報信号

をモニタ上に表示させる認知支援技術との融合により急な

車線変更による追突事故、左折時巻き込み事故などの

低減も期待できる。また、デザインの自由度や空力特性

の改善も可能になる。その一方、CMS の使用に関して

は、懸念点もいくつか存在する。CMS の性能や機能

により安全性がどのように変化し、性能要件をどのよ

うに定めるべきか等、十分な知見が得られていない。 

本研究では、CMS 性能要件の中で特にモニタ配置

について知見を得るため、昼及び夜に実車走行による

評価実験を行い、CMS のモニタ配置条件による見え

方の変化について評価を実施した。 

 
２．ドアミラーの代替としての CMS 

ドアミラーと異なり CMS の場合、視覚情報がカメ

ラとモニタを通して表示されるため、その見え方はハ

ードの仕様や性能に依存することとなる。当研究所で

はこれまで、ドアミラーの代替としての CMS の課題

点の抽出を行い、視認性や距離感についての評価実験

を実施し、ドアミラーと比較した 2)。本研究では、さ

らに CMS の設定条件が見え方にどう影響するのか、

また、夜間と昼間では評価結果に違いが生じるのかを

評価することとした。 

 

 

 

 

図 1 従来のモニタシステム 1)     図 2 ドアミラー代替CMS 

３．実験方法 

今回の研究では、モニタの配置位置等により CMS
の見え方がどのように変化するのかを調べるため、実

車走行による評価実験を実施した。  
実験は当研究所自動車試験場のテストコースで昼

間及び夜間において実施した。その実験状況を図 3 に

示す。実験参加者は昼間の条件で 7 名、夜間条件で 7
名、合計 14 名である。当研究所実験倫理規程に基づ

き、実験参加の同意を得た上で実験を行った。 
 
 
 
 
 
(a)昼間実験         (b)夜間実験 

図 3 走行実験状況 

３．１． 実験システム 

 今回の実験ではモニタの配置位置によってドライ

バの評価がどのように変わるかを調べるために、2 種

類の設置パターンで実験を実施した（図 4 参照）。一

つはドライバから見てモニタをフェンダーミラー方

向に設置する左右分離型配置、もう一つはモニタをダ

ッシュボード上中央に 2 台集める中央集中型配置で

ある。カメラはドアミラー上部に近接して取り付け

（図 5）、ドアミラーと CMS の視野範囲は、出来るだ

け一致するように実験参加者ごとに調整した。CMS
はドアミラーの場合と同様に車体側面部をモニタ上

に表示させた（図 6）。  
今回の実験では夜間低照度用のカメラを用い CMS

を構築した。CMS の仕様を表 1 に示す。 
 
 
 
 
 
 

(a)左右分離型配置      (b)中央集中型配置 
図 4 CMS 試験システムのモニタ設置位置 

モニタ位置




